
○棚倉町建設工事に係る共同企業体取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めるもののほか、町の発注する建設工事に係る共同企業

体（以下「共同企業体」という。）の基本的要件並びに建設工事入札参加資格審査

申請（以下「資格審査申請」という。）等の取扱に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 経常建設工事共同企業体 

工事等請負有資格業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）に登録された

共同企業体をいう。 

(2) 特定建設工事共同企業体 

特定の工事の施工を目的として工事毎に結成された共同企業体をいう。 

（基本的要件） 

第３条 共同企業体は、施工体制及び責任分野を明確にし、実質的な施工能力の増大

を図るため、原則として次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。 

(1) 経常建設工事共同企業体 

ア 構成員の数は、２社又は３社とする。 

イ 構成員の出資の割合は、２社の場合は３０％以上、３社の場合は２０％以上

とする。 

ウ 運営形態は、構成員が運営委員会のもとに一体となって施工するものである

こと。 

エ 構成員は、町長に対して、資格審査申請書を提出している者で、福島県内に

主たる営業所を有する建設業者であること。 

この場合、構成員は、同一業種で２以上の経常建設工事共同企業体の構成員

となることはできない。 

オ 資格申請をしようとする工事種別が、等級別格付がなされている工事種別で

あるときは、最上位の等級の格付となるような構成でなければならない。 

カ その他必要に応じて定める要件 



(2) 特定建設工事共同企業体 

ア 構成員は、その年度の棚倉町の有資格業者名簿に登録されている建設業者（以

下「登録業者」という。）でなければならない。 

イ 前号アからウまでの要件は、特定建設工事共同企業体にも準用する。 

ウ その他必要に応じて定める要件。 

（経常建設工事共同企業体の資格審査申請手続） 

第４条 経常建設工事共同企業体が資格審査申請をしようとするときは、次に掲げる

書類を町長に提出しなければならない。 

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書（「棚倉町を発注者として指名競争入札の方

法により、工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする

場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並び

に当該申請に必要な書類の指定」（昭和６２年棚倉町告示第１１号。以下「町告

示第１１号」という。）に定める第１号様式） 

(2) 建設工事共同企業体協定書（写し） 

(3) 各構成員の経営事項審査申請書（写し） 

(4) その他町長が必要と認めた書類 

（経常建設工事共同企業体の資格審査） 

第５条 経常建設工事共同企業体の資格審査は、町告示第１１号並びに「工事等の請

負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱（昭和６２年

棚倉町訓令第４号。以下「指名等に関する要綱」という。）及び工事等の請負契約

に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等」

（昭和６２年棚倉町訓令第４号）の定めるところにより行うものとする。 

（特定建設工事共同企業体の結成手続等） 

第６条 対象工事の入札に参加しようとする者は、公告において示された要件又はこ

の要綱において定められた要件に該当する者同士で自主的に特定建設工事共同企業

体を結成し、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書（入札参加資格告示に定める第１号様式） 

(2) 特定建設工事共同企業体構成表（第１号様式） 

(3) 特定建設工事共同企業体協定書（写し） 

(4) 入札参加申請書（第２号様式） 

(5) 施工実績調書（第３号様式） 



(6) 配置予定技術者調書（第４号様式） 

(7) 各構成員の経営事項審査申請書（写し） 

(8) その他町長が必要と認めた書類 

（特定建設工事共同企業体の有効期間） 

第７条 町と請負契約を締結した特定建設工事共同企業体の有効期間は当該請負契約

履行後３月を経過した日までとする。 

２ 契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体の有効期間は、当該工事の

請負契約が締結された日をもって終了するものとする。 

（構成員の加入脱退） 

第８条 共同企業体の構成員のいずれかが脱退した場合には、残存構成員が共同連帯

して工事完成の義務を負うものとする。 

２ 共同企業体の工事の途中において一部の構成員が脱退した場合には、脱退した構

成員が工事施工の主導的役割を担っていたこと等により、残存構成員のみでは適正

な施工の確保が困難と認められるときには、当該工事の契約権者は、残存構成員か

らの共同企業体構成員新規加入承認申請書（第５号様式）に基づき、新たな建設業

者を当該共同企業体の構成員として加入させることができるものとする。 

附 則 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 棚倉町建設工事に係る共同企業体取扱要綱（昭和６２年３月３０日訓令第５号）

は、廃止する。 



 



 



 



 



 


